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『
御
当
家
令
尭
』
二
八
四
号
に
、
左
記
の
潜
骨
が
収
め
ら
れ
、
同
書
の
日
放

で
は
「
諸
国
山
川
撞
」
と
屈
さ
れ
て
い
る
。

党
　
山
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一
近
年
は
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木
之
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掘
取
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故
、
風
雨
之
時
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川
筋
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土
砂
流
出
、
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膜
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、
自
今
以
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、
草
木
主
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掘
取
候
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、
可
為
停
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串

一
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上
左
右
之
山
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木
立
無
之
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々
ハ
、
当
寺
よ
り
未
苗
を
植
付
、
土
砂
不
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再
楳
可
仕
啓

一
従
前
4
之
川
筋
河
原
等
に
、
新
規
之
田
畑
起
之
俵
、
或
竹
木
荘
萱
を
仕
宜
、

新
規
主
薬
出
い
た
し
、
迫
川
茄
申
間
数
郭

附
．
山
中
焼
畑
新
規
に
仕
間
数
部

右
条
轟
、
墜
可
相
守
之
、
来
年
御
検
使
社
址
、
掟
之
趣
違
背
無
之
龍
、
可
為
見

分
之
旨
．
御
代
官
中
え
可
相
他
者
也

宜
丈
六
中
也
午
二
月
二
日
　
久
　
大
和
守

稲
　
葉
礁
守
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト

阿
　
生
後
守

洒
　
雅
楽
諒

差
出
人
の
四
人
は
井
肝
老
中
で
あ
り
．
そ
の
在
任
脚
か
ら
み
て
、
宜
宜
六
年

也
と
い
う
『
御
当
家
奇
兵
』
の
比
定
に
疑
問
を
さ
し
は
さ
む
余
地
は
な
い
。
内

容
は
か
な
り
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
考
え
る
。
た
と
え
ば
歴
史
学
研
究
会
編

J
『
日
本
史
年
表
』
で
性
、
こ
れ
を
「
幕
府
、
山
川
姑
皇
軍
彗
草
木
乱
伐
・
川

肪
新
田
・
焼
畑
を
禁
止
す
る
」
と
い
う
尭
宜
に
し
て
い
る
。
年
表
の
番
頭
と
し

て
一
応
適
切
丑
要
約
と
い
え
よ
う
が
、
全
国
に
由
よ
ぷ
禁
令
と
解
さ
れ
ヰ
す
い

衷
現
で
あ
り
、
そ
の
点
は
た
し
か
め
も
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
が
全
国
的

な
禁
令
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
時
期
中
徳
川
政
権
に
つ
い
て
、
そ
の
い
わ
ゆ
る

「
公
儀
性
」
を
主
張
し
得
る
大
き
な
論
拠
と
な
る
に
ち
が
い
な
い
。
つ
ぎ
忙
ま

た
、
こ
の
禁
令
は
、
新
田
開
発
推
進
韓
と
相
反
す
る
面
を
も
つ
こ
と
は
明
ら
か
1

で
あ
る
。
そ
の
点
を
強
調
し
た
説
に
、
大
石
供
三
郎
氏
の
近
著
『
江
戸
時
代
』

が
あ
る
。
氏
は
、
こ
申
県
令
が
T
〝
開
発
万
能
主
義
的
膣
政
″
か
ら
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園
地
的
措

膣
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先
般
政
棚
へ
の
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換
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印
す
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の
と
し
て
．
ご
く
箪
畢
な
役
割
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認
め
て

い
．
る
唱
－
果
し
て
こ
の
禁
令
に
幕
政
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転
換
を
認
め
得
畠
か
、
ま
た
開
発
政
策

を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
論
理
は
、
所
領
の
別
を
こ
見
た
全
国
支
配
者
上
し
て
の
国
章

保
全
衆
で
あ
る
か
ど
う
か
。
こ
の
禁
令
が
与
え
る
幕
府
の
公
儀
蛙
の
印
象
の
点

と
あ
わ
せ
て
、
検
討
の
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
白

小
稲
は
、
そ
の
よ
う
な
検
討
を
恵
囲
す
る
。
こ
の
禁
令
の
意
味
、
そ
の
発
令

範
囲
に
つ
い
て
考
え
．
さ
ら
に
．
こ
の
禁
令
以
外
に
同
職
な
、
盾
る
い
旺
異
賀

田
、
効
果
を
も
っ
た
幕
府
の
施
策
に
ど
ん
な
も
の
が
奉
っ
た
か
に
つ
い
て
も
い

さ
さ
か
触
れ
て
、
一
七
世
紀
後
半
l
な
い
し
一
八
世
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初
頭
の
幕
政
と
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落
と
甲
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か
わ
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い
に
接
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し
七
み
た
い
。
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也　　　　　　　分右　　　一　　一　　一　　で
と差　　　　　　之条　　新従落川候近　　はr
い出　　　　　　旨々附規前様上之年　　一御

乱会　　鋪釦貌擁聡覚語豪

鍾冒　鵬鞭誰灘叢齢に　　　山
昆宅　　日磐雛編姦杢駿蒙　　　　川
定あ酒阿稲久也検敷申規・　々根　’　て　’

獄雅蝶大轡監《羅號雫　　　掟
騎欝醜罎到囎導騰　陰　　　　に
薩　　　　楚　毒　厨盆　余　　　　っ
は期　　　　　　　　趣　　　　’　木為筋　　　収
さか　　　　　　　　違　　　或　　苗停え　　　め　　　　　　　　　い
むら　　　　　　　　背　　　竹　　を止土　　　　ら

醗　　　　箋　護響瀦　れ　　　　て
は　’　　　　　　　哉　　　萱　　　’　出　　　同
な寛　　　　　　　’　　を　　土　　’　　書
い文　　　　　　　　可　　　仕　　砂　　水　　　の

゜六　　　．，　　為　　　立　　不　　行　　　目内年　　　　　　　見　　　　’　　　　　　　　　　　　流　　滞　　　次

かさの範　　と保をい農がでた「な表て筋肖容かさ　’囲小あ全チる主ああ　1公禁現一新日はわか効に稿わ策工｛碧義るるこ儀令で応田本かり触果つはせでツ　農　゜°の性であ適・史なあれをい　’てあク果政氏そ禁一あり切焼年りいてもてそ　’るすし”はの令をる　1な畑表重・

ﾉ　’っ考の検かるてへ　’点は主なぞ要を』要接一たえよ討ど論このこを　、張らの約禁でな　　　’うの　う理の転の強新しば点と血は意近七幕し世府さな必かは禁換禁調田得　’はいす　’味　　　　　　゜　、令を令し開るこたえるこをて紀のら検要み後施に討がこ所に示がた発大のしよ」れもた半策　’をあの領幕す・，，説推き時かうとをっいなにご意る禁の政も開に進な期めがい一と゜いどの図と令別のの発　’策論のら　’う幕考　しん禁す考がを転と万大と拠徳れ全条府え

V総蔑簸婆窪蚕灘器聚詐塚・・
絡剿D羅議購黙本　　　　　　の支る重政のをがいそ禁る定え　頭つ様令　のたなの　．公配か要”近もいてし令　゜めば　幕か　　　　　　儀者　’なか著つな　’てと年　’歴1　　　’意　政に・あ味　　　　　　性．とま役らrこいそ仁解表草史都霞議離薗黙諏糠鎌講学　落てはの　　象の発認地時明ぎわ全や項伐究　とも異発　　　　　　の国政め的代らにゆ国すと　・会　¢～い質令　　点‡策て精』かまる的いし川編
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月木いて葛少わわい　　を禁は定らえのはとはい見く令をるは　・しららう草示止思で　’る「なは厳て錫め禁㈲伐　゜　、蕨後びぴまのしなえき禁　゜開ぜ明密は瞭て令は　’そ寛之だ粉粉で根ていなな令た発からに多で　’の’割こ文根がのがものいしいいのし至　゜かは少　1洪内

ﾔた「四々藤品一二食あ等うどな田政は　゜　’が山のい

難騨舞渓騨垂覆献羅奮灘讐欝
従｛の株もを＿平て郷な　　自のこう木一畑との史の護考
来とを再ゆ兀家　’の役　　体いでしのとのの掘年はをえかい掘三る禄の寛旗割　　のくのた根い開根り表至命てらう商　’し五処文本を　　需っ禁場まう発を取』当じおの状売そて奎分六松も　　要か血合で評と掘りがでたき

禁況二のい二を年平つ　　がの行も掘伽解りを草あもた
~ボも掘る月出か太も　　少藩為ありをし取禁木るのい
令指仕取｛碧「発ら郎の　　なでのっ取強　tるじ乱　゜で　゜
ﾌ摘候禁　　　　　百点の左が　　　　　　　　　　　くの主たらめそこた伐たあ三

励さ由令木姓と農衛あ　　な草体うれてのと意のだるか
行れ」がの共し民門つ　　か木でうるい解が味禁第こ条
を　’ω出根難た闘家た　　つのあこわる釈おでと一とが求四「さに儀｛碧争でこ　　た根つとけかがこあし条は附　　　　　　　　　　　こ採たはだに　、るるたに　、もめ年かれつ二　　ははと

た三ぶてい付　　　”は　　と取と否かみ氏のこのつ一ふ

の様前由　りび　　灌なる宛たの　　るびれにに松の品はの享も
趣可橋をが根以木か　゜一噌弘こ　゜しるも掘高需と　’も五の
@　　　　　　　　　　　　　　くの入取値要なやの年で旨被藩明広の上のに藩の　　　　　　　　　　　　前れ

@　　　　　　　　　　　　　　注で札り二がつやかのあも申で示く採の根はがよた藩ら　　　　　　　　　　　　　　　意取にを而高た稀ら出る’付　’しこ取例も　’挟うとでと

酔�?ﾈのでのは草持にえは別　　しりよゆ末ま特少分佐　゜
@　　　　　　　　　　　　　　’止　つる　々1つ例価一一藩木木一火い時あない木米四ぱ　’に

@　　　　　　　　　　　　　　解めてさ迷てで値金のののとや同期うかっのを四「郡　’

@　　　　　　　　　　　　　　煎さ銀れ惑いもをを如根根し伐時のうでて実支種う奉薬　　　　　　　　　　　　　　　がせをた二たあも取きは自た採代問がおいも給のこ行種体例のの題　’そるまし薬木がと　一入た上い付　゜ろつっは　’

蜩蝠涛蛛@　　　　　　　　　　　　　　貿嵩義岩華蠣報ぞ取府山　’ての燈　　くの取拾数要り老二たい利火　　　’で労人割も　　　　　　　　　　　　　　　」きるし株は根地てにい　　　　　　　　　　　　付あ　　　　　　　　うあ力を中而とる用用　　　　　　　　　　　　　　　とはして根　’はのいつた難藤灘鞭難撫ll藻1



13　　　　　　　　　　　　　　諾国由川掟について

で内も　　　　　　　流意「年　　掟応ないもた　　知し掲のと　　とは容一諸　　　山部味川以山もじどか内こ前ずてのはか山み

「に公国　　　川とで上来川まてはな容と橋みの諸　’く野る
教か儀山　　　掟みあ左広掟た　’最い的を藩だ採藩山忘のの
令か御川　＿　　のるる右く第そ具も　゜に示・つ取で村れ産が
類わ法掟　一　　　　　　発べと之触二う体強山もし岡た禁の生が物自
@　　　　　令きは山れ条で的く川　’て山こ令禁活ちが然纂る度は

薗�vr　　　範でど方らのはなご掟こい藩とで令ので生で

との書家　　　　問いみ無いはつ楊抵国を治はしの特か触支゜@　　　　　題かな之た　’たに触に幕山　’ては定ら　　え一でと令

令はし条　　　　に　゜し所も一かよす及法の幕い喫のみ草て
条なて』　　　　入　　に々の般　゜つるぶ山た法よ　　山る木い
驍｢採の　　　　ら　　く一で的　　てのも川め山う当でとのた
録　゜録ほ　　　　な　　いはあな　　、での掟の川　゜時のお根程

P難綴難嚢灘違難　馨ll灘1繍1

れそ　　面文さごさことと代「
砂右　　　　　　　　　二大山らのぞ畿はれの・れれっす官令

子山之　　　　　　　　万急和城れ六こ内　’な禁たがたる中条
四二通中五水　　　治度川・て年でをこけ令も最rのえ秘

藤月松従坊味野　　　三可へ大い前畿中のれがの初近で可録
堂十其御美備石　　　　　　　　　子被砂和た　’内心禁ぱ触でで性あ相」
蜍繩O老作前見　　　　　　　　　三相押・ここ周と令禁れああ農る触で
@　　　　　　　　月触流伊との辺しに令らるる政　゜者　t学日苗中殿殿殿

中々候　　　　　　　　日也聞ケめ条を旨宛果場注か集当とが
@　　　　　　　　　亀国得・むでのは合記し一家あき　植間美候　’　　　　伊豊美　　向のる第けあも望にす代』令るの

@　　　　　　　　　後山　゜二るっのめはる官的条部部作様藤

守二堂　　　　　豆後濃　　不々　　条とたとな　’がには』分分
急大　　　　　　　　　　　掘木　　に　’こ然い周　’宛　’とをに
@　　　　　　　　　　　あいとらは辺諸てrr「大度学　　　　　　　　　木の

@　　　　　　　　　　　たわをざず私領た治徳御き被頭　　　　　　　　　　根根

申殿　　　　　　　　　　様掘　　るゆ思るで領錯も水州畿な
@　　　　　　　　　　　幕るわもあに綜の治禁内異付領　　　　　　　　　’候

@　　　　　　　　　　　法諸せのるも地で山令並文，分　　　　　　　　　　其二

@　　　　　　　　　　　が国ると　゜こにあの考可が尤村　　　　　　　　　　上付

二　々　　　　　　　　　　　以　’　畿山　゜の「れ少．るま』被あ
候堅　　　　　　　　　　　連洪　　内州　　二令になかとと相る
@　　　　　　　　　　　周掟　　種条準くらまか守　゜’可　　　　　　　　　々水

@　　　　　　　　　　　辺｝こ　　が秘じな幕つら其諸以被　　　　　　　　　　　植の

@　　　　　　　　　　　諸先　　あ録たい領た山趣本上申　　　　　　　　　　苗節　付　　　　　　　　　　木淀　　　　　　　　　　　　　　　りL適幕に法川者で　　　　　　　　　　　　領立

候　　　　　　　　　　　候川　　にっ　　’の用領限令掟也「’　　　　　　　　　様・　触て　　反異がに定はを」御
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　あ田たのが書主掟裏　　　　　　　　　　　はくさ名俵改あき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　諸山の都そわ両る暇淀』税之付右そ畿し家達訂うが寛領域が奉最のせ城記を川に・儀けのう内あ領法さたよ文主の　1行初

ﾛ吉欝誘懇難縫鵬胎鵠霧㌔こ葦繍含羅後る分あわ修さ監年るは伝奉寛徹ちながこのれ主活良出延こ家り　る築れ物錐　゜　　　　　　　　　　’達行文底がど寛の山たに字奉人宝と　”と奉る被被寛寛をを六のいの文六川もも文行三四が藤ます行噌遣仰文文経通年必が変四年掟の　’献で名家年で懸たるをr之出九六たじ令要あ化年聞はで本にあは老　　　　　　　’、年年文てもはっがにで　、あ令のり幕衆にきも永の命徳娩蓑驚毅塞銑髭黙盤蛎三寒雪姦妄麗鴨

?ﾜ鎌灘繍難噌llll護∫鞍灘螢轍纏繍舅垂蘂黛叢護

略　　るの略五二r酉にをる　’国わ領三時た年　　行そらそ
に　　も重譜日月京年再み　゜「のり以年にっ令　　中ら津れ
あ層　の鎮’㈹条一都永達る　　令諸な外令奈ての　　坊く藩ぞ
っ　　でででに五御井さご　　条藩いにと良奈強　　はは家れ
か　　ああも淀日役右れと　　秘には　’寛奉良化　　’京老伏わ　　るる　1川条所衛たで　　録はず関文行奉と　　大都に見

れ　　こ淀こ淡に向門　゜あ　　」　’だ係六の行み　　和牽あ奉
て　　と　・れ利右大・一る　　のおか地年職のて　　・行て行
い　　を岸に奉三概岡山程　　異そら諸令掌任落　　伊かた　・
る・　’和あ行名覚部川度　　文ら　’大のがに着　　賀らも京　．

砂た　　　　　　　　　．「　　る御　　加はる又しな　　たな伊は城と
流「第　　木高前第川第ほ料第え　、噌仰て淀そもが賀　、・し
@　　　　　　　　　　　　　　　出こ川ののら1・淀近て央竹三附葭之々’三上二か私一ら寛

防木条　’萱内よ条一条　’領条れ文全さの水七か　’大川江　’
除葭の山等たりはが　’ほ之　’て六文れ翌系年と京湘水・老



15　　　　　　　　　　　　　　　諸国山川掟について

あす画の前共にて家堤淀八と　　が令る大るは寛令部う田りり　ぐの開年　1「い上防川日を寛でへ諸和　゜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’文の分に畑大斡にな始の当去る野修淡条予文きと川川天万令発以　’でき　実か後稲年年　゜城築利に定令る　　　　　　　　　　　　　　　、の付和治の展外寛もいお行でで葉ハ俳同代奉奉出し　1　°中上替三令万では文川がそに触あら其賀日家行行発て山　　下流案年↓治あ　’令筋　’

ｱ川が令触す　江上日r月直r年　　　　　　　　　　　　　　　れの　贈患めにしも一る新も筋で　も　の　゜御使条徳に勝徳御　　てに　　はたあての条と田こ変き　　　’布貞ほ衆に川も　・川検　　　　　　　　　　　　　　　い対万実もつ万で・い畑れ更る淀達享り御も実「伊実使　　　　　　　　　　　　　　　くし治にのた治あ二うはに案の川は元替越　1紀淀奈紀被　　動　’令海での令り条のむ一

@　　　’年之一そ』・忠』遣　　き寛が口あだを　’もにろ影にで水響対あ系淀令風をのに大臣寛L　　　　　　　　　　　　　　　を文淀にるか考吏該代んしする改川の聞記跡み和（文て　　認令川あこらえ享当表　’

@　°修河趣有しをえ　・忠七見　　めかにりと　’あ令地さ高た　るで障そ事口旨之たと　　　　　　　　　1木重年分　　　　　　　　　　　　　　　るら流とが貞わが指れ内あ害れ業工は候あど藤津）四の　　　　　　　　　　　　　　　こ貞入しわ享す寛定るのろでが計癖　’得とめ堂川の月こ　　　　　　　　　　　　　　　と享す　’か令と文のよ古

翻元黙計齢論講凝雛翻鶉曝瑠講以文郡年そる反当ま郡柳で三で名よ　　　　　　　　　　　　　　　　’内は役淀のるら国　゜

u懲講藻簸講蟻ll薪1製灘尋饗斜詔灘睡翌農鷲梨齪素蔓
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あ年ま発万き関と　　　製月年か畿だ上生ん六ろ（万しだを@　　　　　　　　　のののは内がにんで年う貞治てがこつにりは石な東と

難難織叢難蕪1羅lllll難灘灘難1辮
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17　　　　　　　　　　　　　諸国山川掟について

は禁一れ間がいて並下は於於目識い郷姓　　論印と　　るあ実　　　　　　　　　　’為何0⇔し　゜可等慶・象い寛　゜っで1令老る　とそ　つさのの

「考中　゜両こたばも百同知事のた寛致山長水をう文　　たあ
御』井幕知ま意きの姓一行もな形永成問一論た印か　　のっ
蔵に諸府行で味をにと知所私か跡一敗答四にし象ら　　かた
入収役評主もでう相の行は之には○事・年つかは元　　゜°と録人定の　うあけ談争所其諄見見年L水二いめ　’禄　　幕で給さ月所職てろよし論内地論出出八と問月てる村　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　府は所れ番の制いう　’てでの頭致せせ月し答　’のこガー・　はこ

方るノ制上か　゜とすあ百’可へるなのてに将幕と文七　　’れ
野「始度のれそいまれ姓計か　゜い公　’付軍法か書世　　果は
山関及的上るれうせばの之ら関　゜事武　1秀とら調紀　　し　’
?濫R箋議早灘菱婆購窟離毒叢講寡葉鑛菱禦讐酵轟羅響霧舞鮮難入百日ご本し現者ま頭がと」知寛　’訟互代みし抱水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も国之姓定と的な，にとな1裁のと行永その致によてく論　　っに

事等則とにいなはい番決二「境一う道喧与ういもの　　たも嚢驚1叢ll羅1撰姥脇箆惣に罐錆鑑藷キ翫譲莚撃鞘そ　働徳月思相訴の届そ支趣分境士にれ其一　　のぞ・あ　　で方のに珊付わ互論とけの配旨之　1条意な一百　　山のる　　あで

官そ伊年　　ことべとしで大に所崎左綱じと東　　こか・いに趣所し奈二rといしこたあ型あを権衛・てし在寛と　゜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るて旨　　　　　　　　’ろ検ろのた巡八門加いつ々永の評　゜相は支て忠月徳をう配こ治二川　’°査で使う検る察郎重々るつ所一よ定け談ほ

D裏目　目紀し論行　”　　　　　　　　　　ら派ちべ信を民r滞野年にでど可前村付付条』ろ水とそこ　1遣がし・一部徳る山九思のも申にとけ石　’に注論どのくそといと勘隊少川儀境月え裁こ付おのは河こつ意にか年稀れいな命定と輔実は相　’る判の候な山　L利れぎす幕ざ九にはういぜ組し忠紀一論若ぶが一　’じ論同政まにべ閣る月し評こ　゜ら頭　’澄』今一年し　’御其だ

@　’た一き自事二か定と三る諸便・同度に寄がこ定上が裁年許三勘関山で体を五発所に奉」星丹醸年被つかあの之不　’

囂J馳鐘旦繊奮舞婆鵬分勲長礁蓉灘
f先灘1灘lll鞭鷹備秀轟糠糠鋒黎馨欝驚窪叢馨幕麹讐蕪懲環言墾難違簿藷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年ろっ合　　　　　　つじ断えこれここ野付原夫に基一と川る郡保信代　q代二　　たたするうたくれ論山甚正命本関　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のうて場
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表（1）　『徳川実紀』所載の論地見分使節（1650～17正5）

司年月司　　対象地　1　・ソバー　1備考
1 慶安4．乳19 駿河・美濃・近江 新番頭・大番組頭・勘定2人 綱重・綱吉新領点検
2 〃　4．7．19 甲斐・上野・儒濃 小十人頭・大番組頭・勘定2人 同上
3 明暦2．正．29 関東 大目付・新番頭・勘定頭外2入
4 万治3．4．21 備中 代溶・二大名の家士
5 〃　3．4．21 近江 代官・二大名の家士

6 寛文3．a11 山城 代官・二大名の家士
7 〃　3。3．24武蔵 代官
8 〃　4ボ3．17 三河・伊勢・美濃・近江・相模・ 国巡目付

上総・下総・下野・信濃
品 〃　4．7．10

V　5．3．9
美濃・信濃，
ﾀ房・下総・常陸

代官

痩��S人
11 〃　5．7．18 信濃 小十人組番士2人
12 〃　5．10．17 上野・下野 徒日付2人
13 〃　5．12，6 近江 大名家士（をふくむ） 時服給の記亦
41 〃　6．4．23 駿河 小十人番士2人
15 〃　7．4．22 撰豆 国巡圏付

16 〃　7．10．27 下総 国巡目付 水利検断
17 〃　8．4．16 上野・下野 国廻目付

〃　軌4．26
V10．正．26
V10．4．15

上野・甲斐・遠江

?Z
繿香E下総・下野・常陸・陸奥

鷲盤魏）大番2人

時服絵の記事

21 〃10．4．15 美濃・信濃 大番2人
22 ・〃11．7．18 上総・下総 大番2人
23 〃11．12．10 安房 国廻目付2人
髪 〃12．2．29

V12．6．9購
新番2人
熏s目付2人

26 〃12．7．13 奥州福島 新番2人 24と同人物
27 延宝5．3．22 奥州 使番・新番

器 〃　5．12．27

V　6．5．26
武蔵川越

b斐
大番2人
蝟ｼ家士（をふくむ） 時服給の記亦

30 〃　7．7．14 駿河 小姓組・掘院番

§1 〃　7三7．14

V　7．7．25
甲斐・信濃

ﾉ勢
大番2人
ﾟ地の代官2人 『御当家令条』

§1 〃　9．8．15

蜍揩≠S16
但馬

x河
大番
x府町牽行の与力・代官属吏 給銀の記事

35 〃　ag．26 大和・伊賀 ．大番・代官

36 〃　3．11．15 武蔵・上総・下総・下野・信濃新番・代官 帰謁の紀事

37 〃　3．12．19
三河・遠江
繿 大番・代官 4．7，6処罰

元禄元a23〃　6．5．U〃10．閏2．15

丹後
?O・筑箭
ﾉ予の銅山の輪地

大番・代官
忠@番∵代官
蜚ﾔ・代官 帰綿の記琳。対魚は

?S－93Pによる

〃10．5．19
V11．11．2
V　12．4．15
V　13．2，28

V13．8．10

信濃
恟B』
ﾉ賀・美濃・但馬
R城・伊賀大和

小姓組・代官
V番・代官
V番・代官
V番・代官
蜚ﾔ・代官

帰謁の記礁12．3．7出発か

S3と同一人回年3／1～7／12と再罐か

〃13．la　15

V14．3．21
V15．12。15

�i元．9．2B

出羽庄内
?Z・飛騨
b斐・駿河・遺江・僧濃・越後
刮怏H

新番・代官
V番・代官・
V番・大番・代官等r

K院番・代官　　　　　　　い

帰謁の記亦

A謁の記亦。対象は
?P5－208Pによる
A謁の記事。対象は
?Q1－399Pによる

50 〃　7．2．23 武蔵・上野 代富

麗
正徳43．晦〃　4．5．工 陸奥甲斐 新番・勘定の徒

繩ｯ
南部津軽の界を検

一
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表（2）裁許証文等にみえる論地見分使節（1650～1715）

司瑚則対象地　・ソバーi備　引　出　典
1 冤文元．閏8．5 甲斐 勘定徒をふくむ 譜16－294P
2 〃　8．5－8 武蔵・甲斐・美濃 小十人2人 譜4－54P．20－250P

岐阜県史6
葦 〃　9．8．27

V玉2．622
近江

飼Z
代官外1人
V番2人

8〔注1〕 林一諺根藩
ｷ野県史5－2

5 延宝元．12．4 僧濃 大番2人 ○見分に及ばず 長野県史4－1

6 〃　2．8．22 信濃・越中・飛騨 大番2人 05と同人物 長野県史4｝1
加賀藩史料

7 〃　3．8． 近江信楽境 大番2人外 永保記事略
林一津藩元禄13．2裁許状

8 〃　5．2． 奨濃 代官2人 岐阜県史6延宝7．10
三橋村ら言上書

9 〃　7．12．12 僧濃 大番2人 ○ 長野県史族2．
10 〃　8．10．21 美濃 二代官の手代2人 0　　　　1　骨 岐阜県史5

11 〃　8．12．6 美渡 代官2人 08と同人物 岐阜県史6
12 天和2．5．25 莫濃 高木三尿当主3人 ○〔注H〕 岐阜県史5
13 〃　3．3，15 三河 大名家士2人・代 ○ 一色町誌資料

官手代2人
14 元禄元．12．22 信濃 二代官の手代2人 ○ 長野県史5－2
15 〃元か 摂津 大番2人・代宮 京都役所上P．198

16 〃　3．8．22 越後 二代官の手代2人 ○ 林一高田藩
17 〃　6．12．22 上野 二代官の手代2人 ○ 林一前橋藩
18 〃　7．宕．14 信濃 二代官の手代2人 ○ 信府続記24
1言 〃　7．4．14

V　7．11．14 雑 二代官の手代2人
繩ｯ手代と村民

017と同人物 林一高田幕
?骭ｧ史料1

21 〃　9．10．6 三河 二代官の手代2人 ○ 新誠市史
22 〃11．5．12 三河 二代官の手代2人 o 新城市史
23 〃11．5．25 信濃 二代官の手代2人 ○ 長野県史8－2
24 〃11．12，22 信濃 二代官 ○ 長野県史4－1
25 〃13．9．26 美濃 二代官の手代2人 O 岐阜県史6

26 〃14．4， 信濃・上野 二代官 国境い 長野県史1－2
27 宝永元．7．25 信濃 二代官の手代2人 0 長野県史3
28 〃　4．8．24 大和 大検使 永保記毒略
29 〃　5．8．6 信濃 二代官の手代2人 ○ 長野県史3
30 〃　8．4 近江 大番・代官 京都役所上P431

31 正徳3．正．4 山城 大検使井手代検使 ’京都役所上P201
32 〃　4．7． 山城・近江・摂津 大番・代官 起請文 京都役所上P417
33 〃　4．11． 近江 二代官の手代2人 ○ 京都役所上P205
34 〃　5．4， 丹波 大番・代官 O 京都役所上P204

。出典は譜ほ『寛政重修諸家譜』（巻数頁数）岐阜県史はr岐琳県史史料編近世』（巻数）林は『日本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　腎

林制史資料』長野県史は『長野県史近世史料編』（巻数）京都役所は『京都御役所向大概覚書』（巻

頁）の略である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

。備考に○を付したのは裁許証文に明記された例，そのうち3．33．34のほかは評定所一座裁許状である。

注〔1〕　「見分仰付の処不及見分」とする。その人名は表｛1）の24．26に見えるのと同人である、

〔皿〕　美濃交代寄合寂。同文窪中に寛文5年にも見分とし，r高木家文雷目録巻一』解題による

　　　　　　．ﾆ，木曾ヨll域論所見分任務を担当し，17世紀後半，10件の争論の諦所見分をしているとい

う。
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てれり葱r衛るる諏す人七　　勘上七勘衛小し重　　別て州
寛　1て　、た寛門こ　噌訪」L月十定信郎定・淵た　・家にい諏文よい反し政両と　　領とま一数頭には二雨沢と綱綱検る訪

期くる面か重人を発九のた八年が派　’人宮村す吉将使こ領
に符の裁め修為確行か記九日後認遣そ一次とるに軍にとと
は合で許る諸検認者村事月「　’証されに郎小使給襲よでの
一すあはこ家使で八とが三’信寛しれぞ当右荒節す職つ得画
百るる　’と譜差き名のあ日濃文てたれる衛間もる直てら論
姓　゜　°こが』遣　’は塩る条山五証も大こ門村霞所後11」れ裁
鞭灘灘1難1蟻1蔭瀦妻爺婆膳輝鵜墓喬建麓騰1難鞭畷難謙懸1鋳1窪嘉馨蛎健薯δ磨戴籔圭甲飯丹蕾起塀歪蟹萎繋纏欝轡肇毒董鼻餐霜難蒲謡

　　　　　　　　　　　す木以一（　　法にれ沙組輩捌型る増ののるの例勘ま表ま

ﾁ性ともでは五た（1）たそる県外条賜蓑度大は汰之不」式　゜
ｵ格しのあ　’左裁に裁れ例史はに暇〔1）㈹き反の荷及と的冤

Q難曝婁難鍵農嘉繍螺箕萎羅羅

罰
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　し�@　　　　　　　　　　　　　三　　　　　　　　　　　　　　　ニ　　　　　　　ーこ
推以と　し申評徳井に　1るせつてい身はは付　’る頻てる　’と進上はて付定二手は右　゜てたいてと延　t（見　゜繁と　゜寛がし総　’い　　　　’所年代代に　　　　　　　　　　　’検なはし宝代同分　　なはそ文でた括さる検に当検官つ　　論使い　’て　1官一役　　検いれ期きのしきの使て時使手づ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使えをかよ　　　　　　　　　　　　　　　’元までは　　　　　　　　　　　地が一一

はてにでを愈の一代い　　見あと幕こ禄たあ　’　の　’生らう

撃撃撃兼蛯撃瑚clllll灘灘ll騨

こ慣西大っ二引引のきけす　　得の講れ勢存がの　　　　　うで
とを三なて領きき国よでる一る完ずたは在検で紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なはに根河用境のに　’土うは趣々か全るよいを使　’数　　　　内　’

ﾈ拠で水が境あ論保　゜あ旨例　゜なとうち示を以の　　　容そ
つとは路決界た争全だるを示否掌いなじす派下限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のれ

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四　　もはたす　’　　　がせ地っ両策が　゜ふしで握う方るこし簡り稽る山早らとて当の　’新くなあ下姿針しとて略が　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の個　裁と　くれなは事もそ田むいるに勢　’いは裁化あ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で別
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝@　　　　　　　　　　　　　う求年た異なれ商　　る裁ばつる　　れたい　らはに権のとれ゜諸るめすいおそ能例水は村なを間　゜に治の牧美方許そた

国べてるたそれがを利まがこ動にそす水領實濃向はれと
Rき領もでらが　’む用た　’と因下しる施主氏のに　’はき
?ﾅ分のあく公領しを一山にとるて村策のの多は山　’に
|あをはうそ平分うめ般やなし　゜　’々に指労芸た川諸　’
�?ｱ　’うれな境特ぐに水るた宝所はも示作輪ら掟藩両
ﾈうえもか自調い例る諸の　゜q暦領　’とにが中いの政者て　゜たと　ら身停のと結藩管貴高御をそつよあをた例をの

ﾗ懸萱矯構坐婆毒議峯妄毅譲£馳雍腰罧素躍安鎌罐扇軽隼磐愛

を⑪「OO　　（9）　　　　　（8）　（7）　（6）　　　　（5）　　　　　（4）　（3）　　　　　　　　　　　　　　　｛2

@　　　　　尾　
千付　r璽粉藩．、）小窃論つの（1）

u羅冒冒銀冒冒薯禁課冒粟器毒擁藪饗曙囎碧
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⑳⑳　　㈲㈱　　　　ω　　　⑯　　　　㈱　　血o　　　　o⇒　　　　㈱伽㈱　1　　　　　　　　　和津　　稿年拙　　慎　　rて世　　　　　い尾朝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現的堀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　七初

h選護墾撫鰯鍵羅禦高難璽護欝馨
ｶ難諺1鍵叢辮難ll灘鑛難゜灘繕ま響灘噸量糞奪碧鍵繰

　　　臼］）　　　　　　　　　魯o　　㈲姻伽⑫碑　　　鮒⑫尋
ﾀ量を本馨屑傍題震前龍記注一畿｝キ醐前一呈雁堅
P難ll縫麟雛灘ll熱難誕編幽幾認夫騎搬礫゜翫琴ぞ筆轍環魏　’一・代　　奉「わ　’　　　　　　　　　岡伺奉向のすつ　　』邑の提共』』．をつ（治売　r件』　　行所せ京備い行大はるい　　一土趣出堤に幽見い水者鍛｝糖　駁響尊鷲饗醗三翌重匙堕酔爆傷難

P難灘1灘灘1官近月の　　方　゜　　　　　　　の工るず御事○し郡　　　等　　すご視　　　稲加淀：彙糠簗灘瀞垂鱗　1鐘叢葦萱琶ら　譜　か’、　　　え　紹　　、　　　　　　　　いてよ川○して郡　　　　を』　　　えた　　　　こ水と業二皇：崇　輪吉謂繍旦漉衙　諄鍵ぞ　媚を竺刊素　埜黙献燦査しミ誓ぞ　発羅晃　辮暑



㈲㈹㈲　　働臼尋　　　　　㈹㈹㈹β錦魯　β力鮒鱒桝　　鱒　　　βオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し編r　　　府　　　恩潟保の　　　　　　　成　　　　　　構　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　領にこ同r統r注恵県科は正同rrr立藤r同r造大のあrて一ゼ百

ｹ騨雛蓄縫碓有羅鱒雛奎響難変逐鰹嚢蛙
総号璽茜黙匙総雛蒲購襯礎天奪甕融豪翻離
て　　保所近じ　゜立封伊月r史保考究永保号条論「りせ』典一合は　　集収世　　　　村に丹一長資集』一期集　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』　1　幕力電ら寛紀揆年

蛛@　成　　史　　　　　　あ順四野料成巻所の成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四」幕　’れ文』』衰

萎llll醗灘llll七　　　　三　　　墾く’上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在しる破に　’て　　　　　　　　　　　　　　　　北八　　　　　七　　　一む寛裁　　　　　　　島　　　　　　形た四却と丙登年　　　　　九　　　　君五永許　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　態の月令ど雷録　　　　　　　　　　　　　　　　編壁　　号　謎諺　　　棄．　　鰐讃毒鯖

一欝萎継響蕪甕　　　　　　羅難lll撫鞭麟


